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名称
（発行決議の日）

目的となる株式の
種類及び数

１個当たりの
払込金額

１個当たりの
行使価額

新株予約権を
行使することが
できる期間

当社役員の
保有状況

取締役（除社外）

第３回新株予約権
（2009年７月31日）

当社普通株式
14,700株

133,800円 300円
2009年８月18日から
2039年８月17日まで

49個
（１名）

第４回新株予約権
（2010年７月30日）

当社普通株式
14,700株

119,700円 300円
2010年８月20日から
2040年８月19日まで

49個
（１名）

第５回新株予約権
（2011年６月27日）

当社普通株式
12,600株

111,200円 300円
2011年７月13日から
2041年７月12日まで

42個
（１名）

第６回新株予約権
（2012年６月22日）

当社普通株式
16,800株

88,400円 300円
2012年７月10日から
2042年７月９日まで

56個
（１名）

第７回新株予約権
（2013年６月21日）

当社普通株式
12,000株

119,900円 300円
2013年７月９日から
2043年７月８日まで

40個
（１名）

第８回新株予約権
（2014年６月23日）

当社普通株式
21,300株

136,100円 300円
2014年７月９日から
2044年７月８日まで

71個
（１名）

第９回新株予約権
（2015年６月22日）

当社普通株式
21,900株

185,800円 300円
2015年７月８日から
2045年７月７日まで

73個
（１名）

第10回新株予約権
（2016年６月20日）

当社普通株式
26,100株

196,000円 300円
2016年７月６日から
2046年７月５日まで

87個
（１名）

■新株予約権等の状況

（注）

１）取締役が保有している新株予約権の一部には、取締役が執行役員在任時に付与されたものが含まれております。

２）新株予約権の行使の条件は以下の通りです。

a. 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」）は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役

又は執行役員を退任した日（新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員

の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日をいうものとし、新株予約権者が新株予約権の割当

て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退

任した日ではなく、取締役を退任した日をいうものとする。）の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終

事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。

b. 新株予約権者は、新株予約権について質入れその他一切の処分をすることができない。

c. 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割

当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使するこ

とができる。

d. 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、１個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。

e. その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるとこ

ろによる。

３）新株予約権の取得事由及び条件は以下の通りです。

a. 新株予約権者が上記２）の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別

途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。

b. 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会（株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とす

る。）において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議

案又は株式移転計画承認の議案が株主総会（株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。）で承認された

ときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することがで

きるものとする。

c. 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定

めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。

４）当社は、2020年10月１日を効力発生日として普通株式１株を３株とする株式分割を行っているため、新株予約権の目的

となる株式の数は、１個当たり300株に変更となっております。
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未行使の新株予約権の目的となる株式の総数 発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合

140,100株 0.01％

５）当期末現在における未行使の新株予約権の目的となる株式の総数と発行済株式の総数（自己株式を除く）に対する割合

は以下の通りです。

2



■　内部統制体制

①　内部統制体制構築の基本方針

・当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保

するための体制について、2026年３月31日の取締役会において、当社グループにおけるグローバル経営体制

等を踏まえた内部統制体制構築の基本方針を下記の通り改正することを決議しております。

ａ. グループ経営管理に関する体制

イ. 「第一三共グループ経営会議規程」を定め、最高経営責任者（Chief Executive Officer）（以下

「CEO」）が戦略的な意思決定を行うことを目的として、CEOの指名する主要な事業・機能の責任者等をも

って経営会議を構成し、重要事項を審議する。また、グローバルに円滑・迅速な意思決定を行うため、

「第一三共グループ決裁ポリシー」及び「決裁規程」を定める。

ロ. 「第一三共グループグローバルマネジメント規程」、「Internal Control System Establishment 

Regulations」、「組織管理規程」等を定め、第一三共グループの経営管理体制を明確にする。CEOは、各

事業・機能の責任者等に対し、経営方針等を伝達するとともに、各事業・機能の責任者等から業務執行状

況、業績等に関する報告を受ける。また、各事業・機能の責任者等は、当該事業・機能の管理下にあるグ

ループ会社の代表者等に対し、経営方針等を伝達するとともに、グループ会社の代表者等から業務執行状

況、業績等に関する報告を受ける。

ハ. 意思決定と職務執行の迅速性を考慮し、執行役員制度を導入する。

ニ. 「第一三共グループグループ会社管理規程」を定め、グループ会社の責任と権限を明確化する。また、

CEOまたは各グループ会社を管理する事業・機能の責任者等は、グループ会社の代表者等から経営・業績

等に関する報告を受ける。

ホ. 「第一三共グループ財務報告ポリシー」及び「財務報告に係る内部統制規程」を定め、これらを適切に運

用することにより、第一三共グループの財務報告の信頼性を確保する。

ｂ. コンプライアンスの確保に関する体制

イ. 「第一三共グループ企業行動憲章」及び「第一三共グループ個人行動規範」を定め、第一三共グループの

役員、執行役員及び従業員による高い倫理観を維持した適正な職務の執行を図る。

ロ. 「Daiichi Sankyo Group Compliance Management Policy」及び「コンプライアンス推進規程」を定め、

社外専門家を含む会議体の設置等、第一三共グループのコンプライアンス体制を整備し、国内外の法規制

及び企業倫理を遵守する。

ハ. 「第一三共グループインターナルオーディットポリシー」を定め、経営監査部及びグループ会社の監査機

能は、第一三共グループにおける、法令、定款及び社内諸規程の遵守状況について、内部監査を実施す

る。

ニ. 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした姿勢で臨み、反

社会的勢力及び団体による経営活動への関与や被害を防止するために、「第一三共グループ企業行動憲

章」等において、反社会的勢力及び団体との関係遮断を徹底することを基本方針に定めるとともに、組織

的体制を整備し、警察当局等と連携した情報収集や役員、執行役員及び従業員に対する啓発活動等によ

り、関係の排除に取り組む。
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ｃ. リスクマネジメントに関する体制

イ. 「Daiichi Sankyo Group Risk Management Policy」、「第一三共グループクライシスマネジメントポリ

シー」、「第一三共グループBCPポリシー」等を定め、グループ会社を含めたグローバルなリスクマネジ

メント体制を整備する。

ロ. 経営監査部及びグループ会社の監査機能は、上記規程等を踏まえたリスクマネジメントの推進状況につい

て、内部監査を実施する。

ｄ. 情報の保全・管理に関する体制

イ. 「第一三共グループ情報セキュリティポリシー」、「情報セキュリティ規程」等を定め、情報セキュリテ

ィ体制を整備し、法令及び社内諸規程に基づき、取締役、監査役、執行役員等の職務執行に係る情報を適

切に保存・管理する。

ロ. 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録等、取締役の職務の執行に係る文書については、取締

役及び監査役が常時閲覧することができるよう、適切に保存、管理する。

ｅ. 監査役の監査に関する体制

イ. 当社の監査役は、取締役の職務執行、意思決定の過程及び内容並びに内部統制体制の整備及び運用状況を

監査する。

ロ. 当社は、当社の取締役が、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該

事実を監査役に報告する。

ハ. 当社の監査役は、当社の取締役、執行役員及び従業員並びにグループ会社の取締役、執行役員及び従業員

等から業務執行状況等の報告を受ける。

ニ. 当社の監査役は、経営会議その他の重要な会議に出席する。

ホ. 決裁の手続や内容を検証するため、決裁の通知先に監査役を常に設定する。

ヘ. 当社の監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針の確認や監査上の重要課題等についての意

見交換を行う。

ト. 当社の監査役は、グループ会社の監査役等と相互に情報を交換し、緊密な連携を保つ。

チ. 当社の監査役は、外部監査人及び経営監査部と連携し、意見交換等を行う。

リ. 当社の監査役の職務を補助する専任スタッフを置く。当該専任スタッフは、取締役から独立し、監査役の

指揮命令の下に職務を遂行する。

ヌ. 当社の監査役の専任スタッフの人事異動、人事評価等については、予め監査役会の同意を必要とする。

ル. 当社は、前記e.ハ．に基づき報告を行った者及び第一三共グループ個人行動規範等に基づき報告を行った

者に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わない。

ヲ. 当社は、監査役の職務の執行について生じる費用を負担する。
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② 内部統制体制の運用状況の概要

［グループ経営管理に関する事項］

・当社は、「第一三共グループ経営会議規程」に基づき、経営会議を適宜開催し、グループ経営の戦略・方

針及び執行に関する重要事項について審議し、意思決定しております。また、グループの戦略・方針を踏

まえた業務執行にあたり、CEOの意思決定事項や各組織長への権限委譲について定めた「第一三共グルー

プ決裁ポリシー」及び「決裁規程」を設け、これを適切に運用することで、円滑かつ迅速な業務執行を実

現しております。なお、取締役会による決議が必要な事項については、「取締役会規程」に定めた付議基

準に則り、取締役会において審議し、決議しております。

・当社は、「第一三共グループグローバルマネジメント規程」「Internal Control System Establishment 

Regulations」「組織管理規程」等に従い、CEOの命を受けた主要な地域・法人・機能の責任者及び部所長

が所属員の監督、管理及び指導を行っており、定期的に全社方針を伝達するとともに、経営・業績等に関

する報告を得ております。

・当社は、執行役員制度を採用することにより、適正かつ迅速な経営の意思決定と業務執行に資する体制と

しております。

［コンプライアンスの確保に関する事項］

・当社グループ役員、執行役員及び従業員のグローバルな行動規範として「第一三共グループ企業行動憲

章」及び「第一三共グループ個人行動規範」を定めております。ヘッド オブ グローバル コンプライア

ンス・リスクマネジメントがチーフ・コンプライアンス・オフィサーとして当社グループ全体のコンプラ

イアンスプログラム統括の責任を負っております。

・当社グループのコンプライアンス推進活動については、取締役会及び2025年度に設置されたグローバル

エシックス＆コンプライアンス コミッティに報告され、課題がある場合には、解決に向けた対策の実施

について提言する体制を構築しております。

・当社グループではコンプライアンス・リスク管理部及び外部委託専門業者に、国内外グループ会社の役

員、執行役員、従業員及び取引先等も利用可能なホットラインを設けております。海外グループ会社にお

いても同様のホットラインを設けるとともに、当社グループに悪影響を及ぼす可能性のあるコンプライア

ンス違反については、グローバル エシックス＆コンプライアンス コミッティ等に報告されます。

［リスクマネジメントに関する事項］

・当社グループでは、リスクを“組織の目的・目標の達成を阻害する要因”と定義し、企業活動に潜在する

リスクへの適切な対応を行うとともに、リスクの顕在化によってもたらされる影響を合理的に管理し、

人・社会・企業の損失を最低限に留めるべく、「Daiichi Sankyo Group Risk Management Policy」を定

め、リスクマネジメントを推進しております。

・推進にあたっては、ヘッド オブ グローバル コンプライアンス・リスクマネジメントが当社グループ全

体のリスクマネジメントを統括し、リスクマネジメントの啓発推進とリスクマネジメントシステムの運営

を行っております。企業経営に重大な影響を及ぼすリスクについては、取締役会及び経営会議等を通じ

て、リスクの特定及び定期的な状況把握・評価を行い、各ユニット及び機能長は、ヘッド オブ グローバ

ル コンプライアンス・リスクマネジメントと連携して対策を講じることで、リスク顕在化の未然防止と

損失の最小化に努めております。また、リスクに関する経営会議の広範な意思決定を補完し、当社グルー
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プのリスクについて集中的な議論を行うために、リスクマネジメント コミッティを設置しております。

・リスクマネジメントの一環として、種々のクライシス発生時の影響・損害を最小限に抑えるための対応を

「クライシスマネジメント」として定義しております。クライシスマネジメント責任者及びクライシスマ

ネジメント初期対応責任者の設置、クライシスのレベルに応じたクライシスマネジメント体制、報告ルー

ト・方法等を予め定めることで、クライシス発生時の迅速かつ的確な初動対応がとれる体制を整えており

ます。

・クライシスマネジメントに含まれる事業継続計画（BCP）については、外部リスク要因の多様化・激甚化

や事業・サプライチェーンのグローバル化への適合を目的に、「第一三共グループBCPポリシー」、「BCP

規程」を制定し、事業継続に及ぼす影響が大きい優先品目及び業務を特定し、これに対する事前対策・事

後の早期復旧対策の立案等を進めております。

［情報の保全・管理に関する事項］

・当社グループでは、「第一三共グループ情報セキュリティポリシー」、「情報セキュリティ規程」等を定

め、情報セキュリティ体制を整備しております。ヘッド　オブ　グローバルDXがデジタル・セキュリティ

戦略を統括し、その下にグローバルサイバーセキュリティ責任者（Head of Global Cybersecurity）を任

命してグループ全体のセキュリティマネジメントを統括しております。また、情報セキュリティポリシー

を具体化したセキュリティスタンダードを整備し、高度化するサイバー脅威に対応した予防的対策及び有

事対応力の強化を継続的に実施しております。

・法令及び社内諸規程に基づき、取締役、監査役、執行役員等の職務執行に係る情報を適切に保存・管理し

ております。

・株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録等、取締役の職務の執行に係る文書については、取締

役及び監査役が常時閲覧することができるよう、適切に保存、管理しております。

［監査役の監査に関する事項］

・当社の取締役、執行役員及び従業員、並びにグループ会社の役員及び従業員は、当社の監査役に業務執行

状況の報告を適時実施しており、また当社の取締役等が当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発

見したときは、直ちに当社の監査役に報告する体制を整備しております。

・当社の監査役は、重要な会議への出席及び重要書類の閲覧を行うとともに、当社の代表取締役をはじめと

する取締役との意見交換会を定期的に実施しております。また当社の内部監査部門及び会計監査人との緊

密な連携を保ち、監査役の監査が実効的に行われる体制を確保しております。

・当社の常勤監査役は、主要な国内グループ会社の非常勤監査役を兼務し、当該会社の取締役会及び経営会

議に出席するなど、内部統制体制の構築・運用状況を確認しております。

・当社は、監査役室を設置し、業務執行から独立した専任のスタッフが監査役の職務遂行を補助しておりま

す。
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区分

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

監査証明業務に
基づく報酬

非監査業務に
基づく報酬

当社 239 4 295 7

連結子会社 48 － 36 －

計 287 4 332 7

■　会計監査人に関する事項

①　会計監査人の名称

有限責任　あずさ監査法人

②　当期に係る会計監査人の報酬等の額

（単位：百万円）

注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報

酬にはこれらの合計額を記載しております。

　　２. 監査役会は、会計監査人の前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移等を確認

し、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を総合的に判断した結果、会計監査人の報酬等に

つき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

　　３. 「１.当社グループの現況に関する事項　(7)重要な子会社等の状況　１.重要な子会社の状況」に記

載の子会社のうち、海外子会社については、有限責任あずさ監査法人以外の監査法人の監査を受けて

おります。

③　非監査業務の内容

・当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として、英文決

算短信等に係る助言業務等を委託し対価を支払っております。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

・監査役会は、当社「会計監査人評価基準」等に従い会計監査人を総合的に評価し、会計監査人の変更が必要

であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定

いたします。

・また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる

場合、監査役の全員の同意により、これを解任いたします。

・なお、当社「会計監査人評価基準」は、会計監査人候補者については、法令等遵守体制、監査品質管理体

制、監査実績、当社からの独立性、医薬品産業に関する知識と経験、グローバルな監査体制、監査報酬等の

評価項目について、それぞれの妥当性を評価して選定し、会計監査人の再任・不再任を審議するに当たって

は、これらのほか、監査役への報告や経営者とのコミュニケーションの状況、監査の実施状況等の評価項目

について、それぞれの妥当性を評価することを定めております。
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■　株式の大量取得を目的とする買付けに対する基本的な考え方

・当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合、それに応じるか否かは、株主の皆様の判断に

委ねられるものと考えており、経営権の異動を通じた企業活動の活性化等の意義を否定するものではありま

せん。したがって、当社は買収への対抗措置をあらかじめ定めておりません。

・しかし、一般に高値売抜け等の不当な目的による企業買収の提案があり、それが当社の企業価値・株主共同

の利益の向上に資さない場合には、当社としてその提案に対抗することは当然の責務と認識しております。

そのため、当社は株式取引や株主の異動状況等を常に注視しております。

・実際に当社株式の大量取得を目的とした買付者が出現した場合には、取締役会において買収提案の評価を行

い、当社の企業価値・株主共同の利益への影響を慎重に判断し、その向上に資さない場合には、個別の案件

に応じた適切な対抗措置を講じてまいります。

以　上
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

新株予約権
在外営業
活動体の
換算差額

キャッシュ
・フロー
・ヘッジ

その他の
包括利益を通
じて公正価値
で測定する
金融資産

2025年４月１日　残高 50,000 － △ 147,321 424 228,137 － 35,130

当期利益 － － － － － － －

その他の包括利益 － － － － 50,185 77 4,753

当期包括利益 － － － － 50,185 77 4,753

自己株式の取得 － △ 115 △ 150,342 － － － －

自己株式の処分 － － 535 △ 42 － － －

自己株式の消却 － △ 8,629 48,971 － － － －

配当金 － － － － － － －

株式報酬取引 － 8,745 164 － － － －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

－ － － － － － △ 7,141

非金融資産等への振替 － － － － － △ 77 －

その他の増減 － － － － 171 － －

所有者との取引額等合計 － － △ 100,671 △ 42 171 △ 77 △ 7,141

2026年３月31日　残高 50,000 － △ 247,993 381 278,494 － 32,743

親会社の所有者に帰属する持分

資本合計
その他の資本の構成要素

利益剰余金

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

確定給付
制度に係る
再測定

その他の
資本の構成
要素合計

2025年４月１日　残高 － 263,693 1,457,044 1,623,416 1,623,416

当期利益 － － 259,874 259,874 259,874

その他の包括利益 △ 4,981 50,034 － 50,034 50,034

当期包括利益 △ 4,981 50,034 259,874 309,908 309,908

自己株式の取得 － － － △ 150,458 △ 150,458

自己株式の処分 － △ 42 △ 221 271 271

自己株式の消却 － － △ 40,341 － －

配当金 － － △ 128,527 △ 128,527 △ 128,527

株式報酬取引 － － － 8,909 8,909

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

4,981 △ 2,159 2,159 － －

非金融資産等への振替 － △ 77 － △ 77 △ 77

その他の増減 － 171 566 737 737

所有者との取引額等合計 4,981 △ 2,108 △ 166,365 △ 269,145 △ 269,145

2026年３月31日　残高 － 311,619 1,550,553 1,664,179 1,664,179

連結持分変動計算書　（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
（単位　百万円）

注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結注記表

第21期　第一三共株式会社

国　内

海　外

連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結計算書類の作成基準

　当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下

「IFRS」）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求めら

れる開示項目の一部を省略しております。

(2) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数…………………………………………43社

②　主要な連結子会社の名称

第一三共ヘルスケア株式会社、第一三共バイオテック株式会社、第一三共ビジネスアソシエ株式会

社

第一三共Ｕ.Ｓ.ホールディングスInc.、第一三共Inc.、アメリカン・リージェントInc.、第一三共

ヨーロッパGmbH、第一三共（中国）投資有限公司、第一三共製薬（上海）有限公司

③　連結子会社の増減

減少：５社（清算、合併による減少）

(3) 持分法の適用に関する事項

①　持分法適用の関連会社数………………………………１社

②　関連会社の名称

第一三共エスファ株式会社

③　持分法適用関連会社の増減

減少：１社（譲渡に伴う持分比率の低下による減少）

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

（ⅰ）金融資産

(a) 当初認識及び測定

　金融資産は、当該金融資産の契約条項の当事者となった場合に当初認識しております。

　金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される場合を除き、公正価値に、

当該金融資産に直接起因する取引コストを加算した金額で測定しております。ただし、重大な金

融要素を含んでいない営業債権は、取引価格で当初測定しております。

　金融資産は、当初認識時に、(イ) 償却原価で測定する金融資産、(ロ) その他の包括利益を通

じて公正価値で測定する金融資産、又は、(ハ) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に

分類しております。

(イ) 償却原価で測定する金融資産

次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しており

ます。

・ 契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的と

する事業モデルの中で保有されている。
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連結注記表

第21期　第一三共株式会社

・ 金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキ

ャッシュ・フローが特定の日に生じる。

(ロ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

公正価値で測定する負債性金融商品は、次の条件が満たされる場合には、その他の包

括利益を通じて測定する金融資産に分類しております。

・ 契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業

モデルの中で保有されている。

・ 金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキ

ャッシュ・フローが特定の日に生じる。

公正価値で測定する資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定しなければな

らない売買目的で保有する資本性金融商品を除き、一部の資本性金融商品について、

公正価値の事後の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択を行って

おり、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。

(ハ) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

金融資産は、償却原価で測定される場合又はその他の包括利益を通じて公正価値で測

定される場合を除いて、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しており

ます。

(b) 事後測定

　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおり測定しております。

(イ) 償却原価で測定する金融資産

実効金利法による償却原価で測定しております。

(ロ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品は、公正価値の変動額

をその他の包括利益にて認識し、減損利得又は減損損失及び為替差損益は純損益にて

認識しております。認識を中止した場合は、過去にその他の包括利益に認識した利得

又は損失の累計額を、資本から純損益に組替調整額として振り替えております。

公正価値で測定する資本性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測

定すると指定したものは、公正価値の変動額はその他の包括利益にて認識しておりま

す。認識を中止した場合、あるいは公正価値が著しく下落した場合には、その他の包

括利益の累計額を利益剰余金に振り替えております。

(ハ) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

公正価値で測定し、公正価値の変動額は純損益にて認識しております。

(c) 認識の中止

　金融資産は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は

当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値をほとんどすべて移転する取引において、金融資産

のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、認識を中止しております。

11



連結注記表

第21期　第一三共株式会社

（ⅱ）金融資産の減損

　償却原価で測定する金融資産に係る減損については、期末日ごとに信用リスクが当初認識以降

に著しく増大したかどうかを評価し、当該金融資産に係る予想信用損失に対する貸倒引当金を認

識しております。

　金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融資産に

係る貸倒引当金を12か月の予想信用損失に等しい金額で測定しております。一方、金融資産に係

る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を

全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。ただし、重大な金融要素を含んでいな

い営業債権については、常に貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しておりま

す。

　契約上の支払期日より30日超の経過があった場合には、原則として信用リスクの著しい増大が

あったものとしております。信用リスクが著しく増大しているか否かの評価を行う際は、期日経

過情報のほか、合理的で裏付け可能な情報を考慮しております。なお、金融資産に係る信用リス

クが期末日時点で低いと判断される場合には、当該金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に

著しく増大していないと判断しております。

　金融資産の予想信用損失は、以下のものを反映する方法で見積っております。

・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額

・貨幣の時間価値

・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコス

トや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報

　予想信用損失は、契約上受け取ることのできる金額と受取が見込まれる金額との差額の現在価

値に基づいて測定しております。減損が認識された償却原価で測定する金融資産の帳簿価額は貸

倒引当金を通じて減額し、減損損失を純損益にて認識しております。減損損失が減少する場合

は、減損損失の減少額を貸倒引当金を通じて純損益にて戻し入れております。将来の回収を現実

的に見込めず、かつすべての担保が当社グループに移転されたときに、直接減額しております。

（ⅲ）金融負債

(a) 当初認識及び測定

　金融負債は、当初認識時に、償却原価で測定する金融負債と純損益を通じて公正価値で測定す

る金融負債に分類しております。すべての金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、償却

原価で測定する金融負債については、直接起因する取引コストを控除した金額で測定しておりま

す。

(b) 事後測定

　金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおり測定しております。

(イ) 償却原価で測定する金融負債

償却原価で測定する金融負債は、実効金利法による償却原価で測定しております。実

効金利法による償却及び認識を中止した場合の利得及び損失は、純損益にて認識して

おります。

(ロ) 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

公正価値で測定し、公正価値の変動は純損益にて認識しております。
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(c) 認識の中止

　金融負債は、契約中に特定された義務が免責、取消し、又は失効になった場合に認識を中止し

ております。

（ⅳ）金融資産・負債の相殺

　金融資産と金融負債は、認識している金額を相殺する法的に強制可能な権利を現在有してお

り、かつ純額で決済するか又は資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合

にのみ相殺しております。

（ⅴ）デリバティブ及びヘッジ会計

　デリバティブは、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジするため利用しております。こ

れらに用いられるデリバティブは主に、為替予約及び金利スワップ等であります。ヘッジ関係の

開始時に、ヘッジ関係並びにヘッジ実行に関する企業のリスク管理目的及び戦略の公式な指定と

文書化を行っております。当該文書にて、ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジされるリスクの性

質、及びヘッジ関係がヘッジ有効性の要求を満たしているかどうかを判定する方法を特定してお

ります。

　ヘッジ関係の開始時及び継続的に、ヘッジ関係がヘッジ有効性の要求を満たしているかどうか

を評価しております。継続的な評価は、期末日又はヘッジ有効性の要求に影響を与える状況の重

大な変化があった時のいずれか早い方に行っております。

　デリバティブは当初認識時に公正価値で測定し、関連する取引コストは発生時に純損益にて認

識しております。当初認識後は、デリバティブは公正価値で測定しております。

　ヘッジ会計の要件を満たすヘッジは次のように会計処理しております。

(a) 公正価値ヘッジ

　デリバティブの公正価値の変動は純損益にて認識しております。ヘッジされたリスクに起因す

るヘッジ対象の公正価値の変動はヘッジ対象の帳簿価額を修正し、純損益にて認識しておりま

す。

(b) キャッシュ・フロー・ヘッジ

　ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち有効な部分は、その他の包括利益にて認識し、非有効部

分は純損益にて認識しております。その他の包括利益を通じて資本として認識した累積額は、ヘ

ッジ対象である取引が損益に影響を与える時点で純損益に振り替えております。ヘッジ対象が非

金融資産又は非金融負債の認識を生じさせるものである場合には、その他の包括利益にて認識し

ている金額は、非金融資産又は非金融負債の帳簿価額の修正として処理を行っております。予定

取引又は確定約定の発生がもはや見込めない場合は、その他の包括利益を通じて資本として認識

していた累積額を純損益に振り替えております。ヘッジ関係が適格要件を満たさなくなった場合

にのみ、将来に向かってヘッジ会計を中止しております。これには、ヘッジ手段が消滅、売却、

終了又は行使となった場合を含んでおります。

（ⅵ）棚卸資産

　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額とのいずれか低い金額で測定しております。取得原

価には、原材料、直接労務及びその他の直接費用並びに関連する製造間接費を含めており、原価

の算定にあたっては、加重平均法を用いております。正味実現可能価額は、通常の営業過程にお

ける見積売価から、完成までの見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額であります。
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②　重要な減価償却資産・償却資産の減価償却・償却の方法

（ⅰ）有形固定資産

　土地以外の有形固定資産は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で減価償却しておりま

す。主要な有形固定資産の見積耐用年数は次のとおりであります。

・建物及び構築物 15～50年

・機械装置及び運搬具 ４～８年

　なお、減価償却方法、残存価額及び残余耐用年数は毎年見直し、必要に応じて調整しておりま

す。

（ⅱ）無形資産

　耐用年数を確定できる無形資産はそれぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で償却しておりま

す。主要な無形資産の見積耐用年数は次のとおりであります。

・営業権　９～18年

　なお、償却方法、残存価額及び残余耐用年数は毎年見直し、必要に応じて調整しております。

（ⅲ）使用権資産

　使用権資産は、開始日から使用権資産の耐用年数の終了時又はリース期間の終了時のいずれか

早い方の日まで、定額法により減価償却しております。使用権資産の耐用年数は、自己所有の有

形固定資産と同様に決定しております。

③　重要な引当金の計上基準

　引当金は、過去の事象の結果として現在の法的義務又は推定的義務を有し、当該義務を決済するた

めに経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く、当該義務の金額について信頼性のあ

る見積りができる場合に認識しております。

　貨幣の時間的価値の影響に重要性がある場合には、当該引当金は義務の決済に必要となると見込ま

れる支出額の現在価値で測定しております。現在価値は、貨幣の時間的価値とその負債に特有なリス

クを反映した税引前割引率を用いて計算しております。時間の経過による影響を反映した引当金の増

加額は、金融費用として認識しております。

④　収益及び費用の計上基準

　当社グループは、医薬品等の製造販売を主な事業内容としており、顧客に移転を約束した財又はサ

ービスの内容は次のとおりであります。

（ⅰ）製商品の販売

　当社グループが顧客に移転を約束した財又はサービスの内容は、医療用医薬品及びヘルスケア

品の販売であります。このような販売については、顧客へ製商品を引き渡し、検収が完了した時

点で、製商品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を

認識しております。

　対価については、履行義務の充足時点から概ね３ヶ月以内に支払を受けております。なお、重

大な金融要素は含んでおりません。

　契約条件によっては、当社グループは割引、値引、割戻、返品等に応じる義務を負っておりま

す。この場合の取引価格は、顧客との契約において約束された対価からこれらの見積りを控除し

た金額で算定しており、顧客に返金すると見込んでいる対価を返金負債として計上しておりま

す。当該返金負債の見積りにあたっては、契約条件や過去の実績などに基づき計算しておりま

す。
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（ⅱ）技術料収入

　当社グループは、第三者に製品の研究開発、製造や販売、技術の使用等を許諾する契約を締結

することにより、契約一時金、マイルストーン収入、ランニング・ロイヤリティー等の対価を得

ております。

　契約一時金は、履行義務が一時点で充足される場合には、ライセンスを付与した時点で収益を

認識しており、マイルストーン収入は、事後に収益の重大な戻入れが生じる可能性を考慮し、規

制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストーンが達成された時点で収益を認識して

おります。履行義務が一時点で充足されないものについては、当該対価を契約負債として計上

し、個々の契約に関連する研究開発協力等の履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益とし

て認識しております。ランニング・ロイヤリティーは、契約相手先の売上等を算定基礎として測

定し、その発生時点を考慮して収益を認識しております。

　対価については、履行義務の充足時点から概ね３ヶ月以内に支払を受けております。なお、重

大な金融要素は含んでおりません。

⑤　従業員給付

（ⅰ）退職後給付

(a) 確定給付制度

　確定給付制度の退職給付に係る債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用

は、予測単位積増方式を用いて制度ごとに算定しております。

　割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対

応した期末日の優良社債の市場利回りを参照して決定しております。

　確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付債務の現在価値から制度資産の公正価値を控

除して算定しております。

　確定給付制度が積立超過である場合は、制度からの返還または将来掛金の減額という利用可能

な将来の経済的便益の現在価値を資産上限額としております。

　過去勤務費用は、発生した期間の純損益にて認識しております。

　確定給付制度の再測定額は、発生した期間においてその他の包括利益にて認識し、直ちに利益

剰余金に振り替えております。

　勤務費用及び確定給付負債 (資産) の純額に係る利息純額は純損益にて認識しております。

(b) 確定拠出制度

　確定拠出制度の退職給付に係る費用は、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用とし

て認識しております。

（ⅱ）その他

　短期従業員給付は、割引計算をせず、従業員が関連するサービスを提供した時点で費用として

認識しております。有給休暇費用は、それらを支払う法的義務又は推定的義務を有し、信頼性の

ある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積れる金額を負債として認

識しております。

⑥　外貨の換算基準

　外貨建取引は、取引日の為替レートにより機能通貨に換算しております。外貨建貨幣性資産及び負

債は期末日の為替レートにより機能通貨に換算し、当該換算及び決済により生じる換算差額は、純損
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益にて認識しております。ただし、その他の包括利益を通じて測定する金融資産及びキャッシュ・フ

ロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の包括利益にて認識しております。

　在外営業活動体の資産及び負債（取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含む）は期末日

の為替レート、収益及び費用は為替レートが著しく変動している場合を除き、期中平均為替レートに

より表示通貨に換算しております。なお、超インフレ経済下の在外営業活動体の財務諸表は、インフ

レーションの影響を反映させており、収益及び費用は期末日の為替レートにより表示通貨に換算して

おります。

　在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額は、IFRS移行日以降その他の包括利益に

て認識しております。在外営業活動体の持分全体の処分もしくは支配、重要な影響力の喪失を伴う持

分の一部処分を行った場合は、その他の包括利益の累積額を処分損益の一部として純損益に振り替え

ております。

(5) のれんに関する事項

　のれんは償却を行わず、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で計上しており、企業結合のシ

ナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位又は資金生成単位グループに配分しております。

(6) 表示方法の変更

　（連結財政状態計算書） 

　非流動資産の「長期前渡金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度から独立掲記しており

ます。 

　この結果、前連結会計年度の連結財政状態計算書において、非流動資産の「その他の非流動資産」に

表示していた金額の一部（167,428百万円）を「長期前渡金」に組替えております。  
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２．会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

(1) 無形資産の評価

①　当連結会計年度に係る連結計算書類における計上額：無形資産　241,064百万円

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　当社グループの無形資産は医薬品に関する営業権、仕掛研究開発費等から構成されております。潜在的

な減損の兆候が認められた一定の無形資産は、その都度、減損テストを実施しております。また、未だ使

用可能でない無形資産は、毎年及び減損の兆候が存在する場合に減損テストを実施しております。回収可

能価額は、公正価値から処分コストを控除した金額と適切な利率で割り引かれたリスク調整後の将来キャ

ッシュ・フロー評価によって測定される使用価値のどちらか高い金額を用いております。無形資産の帳簿

価額が回収可能価額を上回る場合には純損益にて減損損失を認識し、当該資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額しております。

　使用価値の測定においては、新製品の製造販売が承認される可能性、製品の販売計画等の見積りを加味

しております。これらの見積りに使用した仮定と異なる結果が生じることにより、翌連結会計年度の連結

計算書類において無形資産の金額に重要な修正を行う可能性があります。

(2) 引当金及び偶発負債

①　当連結会計年度に係る連結計算書類における計上額：引当金　214,383百万円

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　引当金は、過去の事象の結果として現在の法的義務又は推定的義務を有し、当該義務を決済するために

経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く、当該義務の金額について信頼性のある見積り

ができる場合に認識しております。また、経済的便益を有する資源の流出の可能性が高くない又は当該義

務の金額について信頼性のある見積りができない場合は、偶発負債として開示しております。

　引当金の計算及び偶発負債の判断は、期末日における将来の経済的便益の流出時期及び流出金額に関す

る最善の見積りに基づいて行っております。見積りに使用した仮定と異なる結果が生じることにより、翌

連結会計年度の連結計算書類において引当金の金額に重要な修正を行う可能性があります。
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営業債権及びその他の債権‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,700百万円

その他の金融資産‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

(2) 有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額を含む）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥585,392百万円

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末の
株式数

普通株式 1,908,322千株 －千株 13,971千株 1,894,350千株

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末の
株式数

普通株式 41,668千株 47,200千株 14,172千株 74,697千株

・配当金の総額 ………………………………… 56,076百万円

・１株当たり配当金額 ………………………… 30円　00銭

・基準日 …………………………………………2025年３月31日

・効力発生日 ……………………………………2025年６月24日

・配当金の総額 ………………………………… 72,743百万円

・１株当たり配当金額 ………………………… 39円　00銭

・基準日 …………………………………………2025年９月30日

・効力発生日 ……………………………………2025年12月10日

３．連結財政状態計算書に関する注記

(1) 資産から直接控除した貸倒引当金

４．連結損益計算書に関する注記

　当連結会計年度において、アンビット・バイオサイエンシズCorp.の清算に伴い、子会社清算益16,819百

万円を「その他の収益」に計上しております。

５．連結持分変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

注）普通株式の数の減少は、消却による減少13,971千株であります。

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

注）１. 自己株式の数の増加は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得35,526千株、単元未

満株式の買取りによる増加４千株、並びに株式付与ESOP信託の取得による増加11,669千株であります。

２. 自己株式の数の減少は、消却による減少13,971千株、単元未満株式の買増しによる減少０千株、新株予

約権（ストックオプション）の権利行使に伴う減少71千株及び譲渡制限付株式の付与による減少82千

株、並びに役員報酬ＢＩＰ信託の交付による減少46千株であります。

３. 当連結会計年度末の自己株式の数のうち、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株

式は14,173千株であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

（ⅰ）2025年６月23日開催の第20回定時株主総会決議による配当に関する事項

（ⅱ）2025年10月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項
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・配当金の総額 ………………………………… 71,519百万円

・配当の原資 …………………………………… 利益剰余金

・１株当たり配当金額 ………………………… 39円　00銭

・基準日 …………………………………………2026年３月31日

・効力発生日 ……………………………………2026年６月23日

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的
と な る 株 式 の 数

当社
2008年２月発行　第１回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 9千株

当社
2008年11月発行　第２回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 15千株

当社
2009年８月発行　第３回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 45千株

当社
2010年８月発行　第４回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 87千株

当社
2011年７月発行　第５回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 104千株

当社
2012年７月発行　第６回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 145千株

当社
2013年７月発行　第７回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 98千株

当社
2014年７月発行　第８回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 104千株

当社
2015年７月発行　第９回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 88千株

当社
2016年７月発行　第10回新株予約権

（株式報酬型ストックオプション）
普通株式 137千株

注）１．2025年６月23日開催の定時株主総会にて決議された配当金の総額には役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与

ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金76百万円が含まれております。

２．2025年10月31日開催の取締役会にて決議された配当金の総額には役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ESOP

信託が保有する当社株式に対する配当金552百万円が含まれております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度となるもの

2026年６月22日開催の第21回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

注）上記の配当金の総額には役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金552百

万円が含まれております。

(4) 新株予約権に関する事項
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繰延税金資産

前払委託研究費・共同開発費等 15,194百万円

減価償却費及び償却費 23,287

棚卸資産未実現利益・評価損等 153,459

繰越欠損金 3,009

未払費用 69,225

有価証券等評価損 1,367

減損損失 3,947

リース負債 12,639

資産化対象試験研究費 143,070

引当金 66,259

その他 71,099

繰延税金資産合計 562,561

繰延税金負債

無形資産 △10,927

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
る金融資産

△15,766

退職給付に係る資産 △7,302

固定資産圧縮積立金 △3,999

使用権資産 △11,097

長期未収入金等 △23,197

その他 △28,202

繰延税金負債合計 △100,492

繰延税金資産（負債）の純額 462,069

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

注）資産化対象試験研究費は、米国において税務上資産化及び償却の対象とされた試験研究費であります。
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連結財政状態計算書

計上額
公正価値 差額

(1) 現金及び現金同等物 449,807 449,807 －

(2) 営業債権及びその他の債権 741,145 741,145 －

(3) その他の金融資産 299,171 299,167 (4)

(4) 営業債務及びその他の債務 (596,856) (596,856) －

(5) 社債及び借入金 (300,481) (272,560) 27,921

(6) その他の金融負債 (52,849) (52,849) －

(7) 条件付対価 (1,546) (1,546) －

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、社債の発行及び銀行等金融機

関からの借入により資金を調達しております。

　営業債権及びその他の債権に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク低減を図ってお

ります。また、その他の金融資産は主に短期の金融商品と株式であります。

　営業債務及びその他の債務に係る流動性リスクについては、各部所からの報告に基づき財務経理部が

適時に資金繰計画を作成・更新することにより、管理しております。

　社債及び借入金の使途は自己株式取得資金及び借り換え資金等であり、一部の長期借入金の金利変動

リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティ

ブは取引管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

(2) 金融商品の公正価値等に関する事項

　2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結財政状態計算書計上額、公正価値及びこれらの差

額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

注）１．負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

    ２．条件付対価は、連結財政状態計算書の「その他の非流動負債」に含まれております。

 金融商品の公正価値の測定方法

(1) 現金及び現金同等物、(2) 営業債権及びその他の債権並びに(4) 営業債務及びその他の債務

　これらはすべて短期で決済されるため、公正価値は帳簿価額と近似しております。

(3) その他の金融資産及び(6) その他の金融負債

　活発な金融市場において取引されている金融商品の公正価値は、市場価格に基づいております。活発な

市場が存在しない金融商品の公正価値は、適切な評価技法を用いて測定しております。デリバティブの公

正価値は、契約先の金融機関等から提示された価格等に基づき測定しております。

(5) 社債及び借入金

　社債の公正価値は、市場で観察可能な価格に基づいて算定しており、レベル２に分類しております。借

入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映しており、公正価値は帳簿価額と近似して

おります。また、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いて測定する方法によっており、レベル２に分類しております。

21



連結注記表

第21期　第一三共株式会社

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産

　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産：

　　デリバティブ資産 － － 1 1

　　債券 － 804 － 804

　　その他 40,031 516 917 41,465

　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産：

　　株式 35,972 － 14,319 50,291

　　その他 － － 2,005 2,005

合計 76,003 1,321 17,242 94,567

金融負債

　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債：

　　デリバティブ負債 － 4 － 4

　　条件付対価 － － 1,546 1,546

合計 － 4 1,546 1,550

(3) 金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項

公正価値のヒエラルキー

金融商品の公正価値を、公正価値の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

　レベル１：同一の資産又は負債に関する活発な市場における相場価格（無調整）

　レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間

　　　　　　接に観察可能なもの

　レベル３：資産又は負債に関する観察可能でないインプット

　金融商品のレベル間の振替は、連結会計年度末において認識しております。

 当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：百万円）

注）１．レベル間の振替が行われた重要な金融商品はありません。

　　２．レベル２に分類した金融商品の公正価値については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定

　　    しております。

 ３．レベル３に分類した非上場株式は、類似企業比較法及び純資産に基づく評価モデル等により、公正価値を

     測定しております。この評価モデルにおいて、EBITDA倍率等の観察可能でないインプットを用いている

     ため、レベル３に分類しております。公正価値の測定には、類似企業に応じて3.3倍～9.7倍のEBITDA倍率

     等を用いております。なお、EBITDA倍率等が上昇した場合は、公正価値は増加いたします。

 ４．「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」の条件付対価は、HBT Labs, Inc.の企業結合により

　　 生じたものであります。

　　 　HBT Labs, Inc.の企業結合による条件付対価は、将来のマイルストーン及び開発パイプラインの売上に

　　 応じて一定期間支払われるロイヤリティーの見込額であり、貨幣の時間的価値を考慮して計算しておりま

　　 す。当社が条件付対価契約に基づき将来のマイルストーンに関して要求され得るすべての将来の支払額

　　 は、3,198百万円（割引前）であります。また、将来の開発パイプラインの売上に応じて支払われるロイヤ

　　 リティーについては、支払額の上限がなく、将来の業績見通しに基づき支払見込額を算出しております。
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地域

日本 米国 欧州 その他 合計

製商品の
販売

医療用医薬品 483,239 610,934 449,648 219,624 1,763,447

ヘルスケア 90,457 － － 134 90,592

計 573,697 610,934 449,648 219,759 1,854,039

技術料収入 1,290 138,466 29,575 20,889 190,221

その他 5,125 0 18,151 55,506 78,784

合計 580,112 749,401 497,375 296,155 2,123,045

当連結会計年度
（2026年３月31日）

顧客との契約から生じた債権 520,979

契約負債 881,214

８．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

　当社グループの売上収益の内訳は次のとおりであります。

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：百万円）

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項　(4) 会計処理基準に関する事項」の「④　

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

（ⅰ）契約残高

　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

注）契約負債の主な内容は、技術料収入のうち履行義務を充足する前に顧客から対価を得た部分であります。

当該契約負債は、対応する履行義務の充足に伴い、収益へと振り替えております。
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当連結会計年度
（2026年３月31日）

１年以内 74,405

１年超５年以内 291,330

５年超 515,479

合計 881,214

（ⅱ）残存履行義務に配分する取引価格

　残存履行義務に配分した取引価格の総額は主に技術料収入に関するものであり、収益の認識が見込

まれる期間は以下のとおりであります。

　なお、当初の予想期間が１年以内の契約であるものについては、実務上の便法を適用し、記載を省

略しております。

（単位：百万円）

24



連結注記表

第21期　第一三共株式会社

(1) １株当たり親会社所有者帰属持分………………………………………………914円　56銭

(2) 基本的１株当たり当期利益………………………………………………………140円　44銭

(3) 希薄化後１株当たり当期利益……………………………………………………140円　37銭

譲渡前の所有株式数 10,000株（議決権数：10,000個、議決権所有割合：100%）

譲渡株式数 10,000株

譲渡価額 246,500百万円（予定）

譲渡後の所有株式数 0株（議決権数：0個、議決権所有割合：0%）

取締役会決議日 2026年３月31日

株式譲渡契約締結日 2026年４月15日

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記

(1) 子会社株式の譲渡

　当社は、2026年３月31日開催の取締役会において、当社の子会社である第一三共ヘルスケア株式会社（以

下「DSHC」）の全株式をサントリーホールディングス株式会社（以下「サントリーHD」）に譲渡することを

決議し、2026年４月15日付で株式譲渡契約を締結いたしました。

①　株式譲渡の理由

　DSHC は、日本において健康寿命の延伸を目的にセルフケア・セルフメディケーションが推進される

中、OTC 医薬品の領域におけるリーディングカンパニーとしてセルフメディケーションの更なる発展に

貢献するとともに、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと領域を広げてまいりました。現在、販

売チャネルとして薬局やドラッグストアの他、通信販売の強化を図り、海外への展開も進めておりま

す。

　当社及びサントリーHD は、DSHC の当該事業の更なる成長に向け、飲料・食品及び健康食品事業にお

いて強固な事業基盤を確立しているサントリーHD の強みを活かして事業を推進することが最適と判断

し、このたびの契約締結に至りました。

②　株式譲渡の相手先の名称

サントリーホールディングス株式会社

③　当該子会社の名称及び事業内容

　名称　　：第一三共ヘルスケア株式会社

　事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、食品、飲料水等の製造及び売買

④　譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式数の状況

注）１.本株式譲渡実行前に DSHC の株式分割を実行予定です。上記の株式数及び議決権数は株式分割後の数です。

２.上記譲渡価額は現時点における概算数値であり、最終的な譲渡価額は、株式譲渡契約に定める価格調整を反

映して修正される可能性があります。

⑤ 株式譲渡の日程
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株式譲渡実行日

（予定）

2026年６月１日（当社のDSHCにおける議決権割合が70%にな

るよう、DSHCの株式を譲渡）

2027年６月１日（当社のDSHCにおける議決権割合が30%にな

るよう、DSHCの株式を譲渡）

2029年６月１日（当該時点において当社の所有するDSHCの株

式の全てを譲渡）

⑥　業績及び財政状態に与える影響

　株式譲渡に伴う収益を見込んでおりますが、譲渡益計上の時点を精査中であること及び譲渡益の額は

支配喪失時における当該子会社の純資産の額によって変動するため、現時点では未定であります。

　なお、譲渡される子会社の資産及び負債は、当連結会計年度において売却目的で保有する資産及び売

却目的で保有する資産に直接関連する負債に分類しております。

(2) 自己株式の消却

　当社は、2026年５月11日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却する

ことを決議いたしました。

①　消却する株式の種類　　　　　　当社普通株式

②　消却する株式の数　　　　　　　31,457,200株

（消却前の発行済株式総数に対する割合は1.66％）

③　消却予定日　　　　　　　　　　2026年６月10日

11．その他の注記

引当金に関する注記

(1) 損失補償引当金

①　ADC製品の製造委託

　当社は、当社ADC製品の一部の製造を複数の製造委託先（CMO）に委託しております。CMOとの製造委

託契約には、年別の最低購入義務の取決めが含まれており、CMOに対する各年の発注数量が最低購入義

務に満たない場合、当社はCMOに対して補償金を支払う必要があります。

　当連結会計年度において、臨床試験結果等を踏まえ供給計画を見直し、リスク調整を織り込んだ新た

な供給計画へ変更した結果、CMOとの製造委託契約に基づく最低購入義務との間に差異が生じたため、

現時点での最善の見積りに基づき、CMOに対して将来支払う可能性が高いと見込まれる損失補償額

169,498百万円を損失補償引当金として計上しております。

②　設備投資案件

　当連結会計年度において、日本国内の工場における一部の設備投資を中止する意思決定をしておりま

す。一部の発注先との間で工事契約を締結しているため、中止に伴う違約金の支払が発生する可能性が

生じております。このため、現時点での最善の見積りに基づき、将来支払う可能性が高いと見込まれる

損失補償額12,685百万円を損失補償引当金として計上しております。

(2) 環境対策引当金

　環境対策引当金は、主として野洲川工場跡地の土壌浄化対策に係る損失に備えるため、当該費用の見積り

額を計上したものであります。当連結会計年度において、工事代金等の支払に伴い1,776百万円を取り崩し
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た一方、同工場南側敷地において追加的な土壌浄化対策が必要となることが判明したため、確定した工事計

画に要する工事費用の現時点での最善の見積りに基づき、新たに16,000百万円を環境対策引当金として計上

しております。支払時期は、行政等との協議によって決定される工事計画により影響を受けます。
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産
圧縮積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 50,000 179,858 117,613 297,471 4,039 711,770 715,810

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △291 291 -

剰余金の配当 △128,819 △128,819

当期純利益 447,886 447,886

自己株式の取得

自己株式の処分 △221 △221

自己株式の消却 △48,971 △48,971

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - △49,192 △49,192 △291 319,358 319,066

当期末残高 50,000 179,858 68,420 248,278 3,747 1,031,129 1,034,877

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △147,321 915,959 22,281 22,281 424 938,666

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 - -

剰余金の配当 △128,819 △128,819

当期純利益 447,886 447,886

自己株式の取得 △150,342 △150,342 △150,342

自己株式の処分 700 478 478

自己株式の消却 48,971 - -

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△1,902 △1,902 △42 △1,944

当期変動額合計 △100,671 169,202 △1,902 △1,902 △42 167,257

当期末残高 △247,993 1,085,162 20,379 20,379 381 1,105,923

株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
（単位　百万円）

注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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建物……………………………………………15～50年

機械装置………………………………………４～17年

工具、器具及び備品…………………………２～15年

自社利用のソフトウェア……………………５～10年

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

（ⅰ）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）によっております。

（ⅱ）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっております。

（ⅲ）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）に

よっております。

市場価格のない株式等

　主として、移動平均法による原価法によっております。

②　棚卸資産

通常の販売目的で使用する棚卸資産

　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、将来の費用削減効果が確実な自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいております。

　ただし、利用可能期間が５年以上と見込まれた無形資産については、社内で見込まれた利用可能期

間に基づいております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
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権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き退職給付引当金又は前払年金費用を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職

給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま

す。

　過去勤務費用は、発生時から１年（12ヶ月）で費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

③　環境対策引当金

　土壌浄化対策に係る損失に備えるため、土地の一部における浄化対策費用等の見積額を計上してお

ります。

④　損失補償引当金

　補償等の履行に伴う損失に備えるため、その発生見込み額を計上しております。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算時の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。

(5) ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約につ

いては、振当処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引

③　ヘッジ方針

　輸出入取引等に係る為替変動リスクをヘッジし、投機目的によるデリバティブ取引は行わない方針

であります。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約は取引の重要な条件が同一であり、ヘッジ効果が極めて高いことから、有効性の評価を省

略しております。

(6) 収益及び費用の計上基準

　当社は、医薬品等の製造販売を主な事業内容としており、顧客との契約に基づく主な履行義務の内容

及び収益を認識する通常の時点は次のとおりであります。

①　製商品の販売

　当社が顧客に移転を約束した財又はサービスの内容は、医療用医薬品の販売であります。このよう

な販売については、顧客へ製商品を引き渡し、検収が完了した時点で、製商品への支配が顧客に移転

し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

　対価については、履行義務の充足時点から概ね３ヶ月以内に支払を受けております。なお、重大な

金融要素は含んでおりません。
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　契約条件によっては、当社は割引、値引、割戻、返品等に応じる義務を負っております。この場合

の取引価格は、顧客との契約において約束された対価からこれらの見積りを控除した金額で算定して

おり、顧客に返金すると見込んでいる対価を返金負債として計上しております。当該返金負債の見積

りにあたっては、契約条件や過去の実績などに基づき計算しております。

②　技術料収入

　当社は、第三者に製品の研究開発、製造や販売、技術の使用等を許諾する契約を締結することによ

り、契約一時金、マイルストーン収入、ランニング・ロイヤリティー等の対価を得ております。

　契約一時金は、履行義務が一時点で充足される場合には、ライセンスを付与した時点で収益を認識

しており、マイルストーン収入は、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考慮し、規制当局への

承認申請等の当事者間で合意したマイルストーンが達成された時点で収益を認識しております。履行

義務が一時点で充足されないものについては、当該対価を契約負債として計上し、契約に関連する履

行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。ランニング・ロイヤリティー

は、契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮して収益を認識しておりま

す。

　対価については、履行義務の充足時点から概ね３ヶ月以内に支払を受けております。なお、重大な

金融要素は含んでおりません。

(7) 表示方法の変更

（貸借対照表）

　固定資産の「長期前渡金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記しておりま

す。

　この結果、前事業年度の貸借対照表において、投資その他の資産の「その他」に表示していた金額

の一部（167,428百万円）を「長期前渡金」に組替えております。

（損益計算書）

　特別利益の「受取損害賠償金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しており

ます。

　この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた金額の一部

（210百万円）を特別利益の「受取損害賠償金」に組替えております。

２．会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

(1) 引当金及び偶発債務

①　当事業年度に係る計算書類における計上額：損失補償引当金　182,183百万円、環境対策引当金　

27,192百万円

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　連結注記表の「２．会計上の見積りに関する注記」にて記載しているため、記載を省略しておりま

す。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額…………………………………………………………358,089百万円

プレキシコンInc.………………………………………………………………………4,324百万円

従業員（住宅資金等）………………………………………………………………… 68

①　短期金銭債権…………………………………………………………………………364,157百万円

②　長期金銭債権………………………………………………………………………… 18,790

③　短期金銭債務…………………………………………………………………………271,075

①　売上高……………………………………………………………………………… 1,053,077百万円

②　仕入高……………………………………………………………………………… 52,827

③　販売費及び一般管理費…………………………………………………………… 424,241

④　営業取引以外の取引高…………………………………………………………… 47,190

３．貸借対照表に関する注記

(2) 偶発債務

①　債務保証

　関係会社の事業所等賃貸契約に対する保証並びに従業員の金融機関からの借入金に伴う支払債務に

対して債務保証を行っております。

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務

４．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

(2) 特別利益

（抱合せ株式消滅差益）

　連結子会社であった第一三共プロファーマ株式会社及び第一三共ケミカルファーマ株式会社を吸収

合併したことに伴うものであります。

（補助金収入）

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するワクチンの開発等に係るものであります。

（関係会社株式売却益）

　第一三共エスファ株式会社及び株式会社日立医薬情報ソリューションズの株式売却に係るものであ

ります。

（受取損害賠償金）

　ランバクシー元株主からの損害賠償金の回収に伴うものであります。

(3) 特別損失

（生産体制再編損失）

　当社ADC製品につき、臨床試験結果等を踏まえ、リスク調整を織り込んだ新たな供給計画に変更し

たことにより発生した損失であり、主に損失補償引当金繰入額及び減損損失が含まれております。
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株式の種類
当事業年度
期首の株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普通株式 41,668千株 47,200千株 14,172千株 74,697千株

（子会社清算損）

　連結子会社であったアンビット・バイオサイエンシズCorp.の清算に伴い、計上したものでありま

す。

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

注）１.自己株式の数の増加は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得35,526千株、単元未

       満株式の買取りによる増加４千株、並びに株式付与ESOP信託の取得による増加11,669千株であります。

２.自己株式の数の減少は、消却による減少13,971千株、単元未満株式の買増しによる減少０千株、新株

   予約権（ストックオプション）の権利行使に伴う減少71千株及び譲渡制限付株式の付与による減少82千

   株、並びに役員報酬ＢＩＰ信託の交付による減少46千株であります。

３.当事業年度末の自己株式の数のうち、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式

   は14,173千株であります。
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繰延税金資産

前払委託研究費・共同開発費等 15,122百万円

前払費用等 49,064

減価償却費 23,819

棚卸資産評価損等 37,081

未払賞与 2,823

有価証券等評価損 2,599

投資簿価修正 12,340

未払事業税等 5,955

契約負債 37,449

補助金収入 11,838

貸倒引当金 1,016

環境対策引当金 8,549

損失補償引当金 57,278

その他 7,070

繰延税金資産小計 272,010

評価性引当額 △5,232

繰延税金資産合計 266,777

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △9,345

前払年金費用 △12,454

固定資産圧縮積立金 △4,004

長期未収入金等 △23,197

その他 △121

繰延税金負債合計 △49,122

繰延税金資産（負債）の純額 217,655

６．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処

理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人

税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

７．収益認識に関する注記

　連結注記表の「８．収益認識に関する注記」にて記載しているため、記載を省略しております。
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種　類
会 社 等 の
名　　　 称

事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
割合(％)

関　係　内　容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科　　目
期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等
事業上の関係

子会社
第一三共ヘル
スケア㈱

ヘルスケア品の研
究開発・製造・販
売

直接
100.0

兼任１名
資金の貸借
取引

資金の預り 30,619 預り金 30,619

子会社
第一三共Ｕ．
Ｓ．ホールデ
ィングスInc.

持株会社
直接
100.0

兼任１名
役員の兼任
等

増資の引受 217,826 ― ―

子会社 第一三共Inc.
医薬品の研究開
発・販売

間接
100.0

兼任１名

製品の販売
及び研究開
発・販売業
務委託

製品の販売・
ロイヤリティ
ー収入

620,259 売掛金 74,189

研究・販売業
務委託

304,695

未払金 95,956

未払費用 5,728

子会社
第一三共ヨー
ロッパGmbH

同社グループ統括
／医薬品の研究開
発・製造・販売

直接
100.0

兼任２名

製品の販売
及び研究開
発・販売業
務委託

製品の販売・
ロイヤリティ
ー収入

369,142 売掛金 127,358

研究・販売業
務委託

97,307

未払金 53,584

未払費用 936

資金の貸付 60,535 短期貸付金 60,535

増資の引受 54,045 ― ―

８．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

注）取引条件及び取引条件の決定方針等

上記各社との取引条件については、市場価格等を参考に決定しております。
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(1) １株当たり純資産額………………………………………………………………607円　56銭

(2) １株当たり当期純利益……………………………………………………………242円　05銭

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益…………………………………………241円　93銭

譲渡前の所有株式数 10,000株（議決権数：10,000個、議決権所有割合：100%）

譲渡株式数 10,000株

譲渡価額 246,500百万円（予定）

譲渡後の所有株式数 0株（議決権数：0個、議決権所有割合：0%）

取締役会決議日 2026年３月31日

株式譲渡契約締結日 2026年４月15日

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記

(1)子会社株式の譲渡

　当社は、2026年３月31日開催の取締役会において、当社の子会社である第一三共ヘルスケア株式会社（以

下「DSHC」）の全株式をサントリーホールディングス株式会社（以下「サントリーHD」）に譲渡することを

決議し、2026年４月15日付で株式譲渡契約を締結いたしました。

①　株式譲渡の理由

　DSHCは、日本において健康寿命の延伸を目的にセルフケア・セルフメディケーションが推進され

る中、OTC 医薬品の領域におけるリーディングカンパニーとしてセルフメディケーションの更なる

発展に貢献するとともに、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと領域を広げてまいりまし

た。現在、販売チャネルとして薬局やドラッグストアの他、通信販売の強化を図り、海外への展開

も進めております。

　当社及びサントリーHD は、DSHC の当該事業の更なる成長に向け、飲料・食品及び健康食品事業

において強固な事業基盤を確立しているサントリーHD の強みを活かして事業を推進することが最適

と判断し、このたびの契約締結に至りました。

②　株式譲渡の相手先の名称

サントリーホールディングス株式会社

③　当該子会社の名称及び事業内容

　名称　　：第一三共ヘルスケア株式会社

　事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、食品、飲料水等の製造及び売買

④　譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式数の状況

注）１.本株式譲渡実行前に DSHC の株式分割を実行予定です。上記の株式数及び議決権数は株式分割後の数です。

２.上記譲渡価額は現時点における概算数値であり、最終的な譲渡価額は、株式譲渡契約に定める価格調整を反

映して修正される可能性があります。

⑤　株式譲渡の日程
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株式譲渡実行日

（予定）

2026年６月１日（当社のDSHCにおける議決権割合が70%になる

よう、DSHC の株式を譲渡）

2027年６月１日（当社のDSHCにおける議決権割合が30%になる

よう、DSHCの株式を譲渡）

2029年６月１日（当該時点において当社の所有するDSHCの株

式の全てを譲渡）

⑥　業績及び財政状態に与える影響

　株式譲渡の都度、子会社株式売却益を計上する見込みです。2027年３月期においては、約600億円

の株式売却益を計上する見込みであります。

(2) 自己株式の消却

　当社は、2026年５月11日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却する

ことを決議いたしました。

①　消却する株式の種類　　　　　　当社普通株式

②　消却する株式の数　　　　　　　31,457,200株

（消却前の発行済株式総数に対する割合は1.66％）

③　消却予定日　　　　　　　　　　2026年６月10日

11．その他の注記

引当金に関する注記

(1) 損失補償引当金

①　ADC製品の製造委託

　当社は、当社ADC製品の一部の製造を複数の製造委託先（CMO）に委託しております。CMOとの製造

委託契約には、年別の最低購入義務の取決めが含まれており、CMOに対する各年の発注数量が最低購

入義務に満たない場合、当社はCMOに対して補償金を支払う必要があります。

　当事業年度において、臨床試験結果等を踏まえ供給計画を見直し、リスク調整を織り込んだ新たな

供給計画へ変更した結果、CMOとの製造委託契約に基づく最低購入義務との間に差異が生じたため、

現時点での最善の見積りに基づき、CMOに対して将来支払う可能性が高いと見込まれる損失補償額

169,498百万円を損失補償引当金として計上しております。

②　設備投資案件

　当事業年度において、日本国内の工場における一部の設備投資を中止する意思決定をしておりま

す。一部の発注先との間で工事契約を締結しているため、中止に伴う違約金の支払が発生する可能

性が生じております。このため、現時点での最善の見積りに基づき、将来支払う可能性が高いと見

込まれる損失補償額12,685百万円を損失補償引当金として計上しております。

(2) 環境対策引当金

　環境対策引当金は、主として野洲川工場跡地の土壌浄化対策に係る損失に備えるため、当該費用の見

積り額を計上したものであります。当事業年度において、工事代金等の支払に伴い1,776百万円を取り

崩した一方、同工場南側敷地において追加的な土壌浄化対策が必要となることが判明したため、確定し
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た工事計画に要する工事費用の現時点での最善の見積りに基づき、新たに16,000百万円を環境対策引当

金として計上しております。支払時期は、行政等との協議によって決定される工事計画により影響を受

けます。
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